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(57)【要約】
【課題】心臓の検査に必要となる正確な二次元走査によ
る基準断面の描出を熟練者でなくても容易とし、基準断
面を用いた診断の精度や再現性を高めることが可能な、
超音波診断装置、超音波画像処理装置及び超音波診断装
置制御プログラムを提供すること。
【解決手段】心臓検査において、三次元超音波走査によ
って得られる三次元画像を参照しながら、所望する心臓
の基準断面位置に対応するＭＰＲ位置をボリュームデー
タ上に設定し、理想的なＭＰＲ位置に対応するＭＰＲ画
像を容易且つ迅速に取得することができる。また、この
三次元超音波走査によって理想的なＭＰＲ画像が得られ
ている状態で、超音波走査領域は三次元領域から二次元
領域に自動的に切り換えて、超音波走査領域を、設定さ
れたＭＰＲ位置に対応する被検体内断面（ＭＰＲ位置に
最寄りの被検体内断面、或いはＭＰＲ位置と実質的に同
一の被検体内断面）とする二次元走査を実行することが
できる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体内の二次元又は三次元領域について超音波走査を実行する超音波診断装置におい
て、
　前記被検体の心臓の少なくとも一部を含む三次元領域について超音波走査を実行するこ
とで取得された少なくとも一つのボリュームデータを用いて、心臓の少なくとも一つの所
定の基準断面に対応するＭＰＲ位置を検出する断面検出手段と、
　前記ＭＰＲ位置に対応するＭＰＲ画像を生成する画像生成手段と、
　前記ＭＰＲ画像を表示する表示手段と、
　前記ＭＰＲ位置を基準とする前記被検体内の二次元領域について超音波走査を実行し、
前記二次元領域に関して少なくとも一つ以上の二次元画像を取得する画像取得手段と、
　を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記データ取得手段は、前記二次元画像が前記ＭＰＲ位置に対応するＭＰＲ画像と実質
的に同一となるように、前記ＭＰＲ位置を基準として前記二次元領域について前記超音波
走査を実行することを特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記画像取得手段は、前記三次元領域についての前記超音波走査と、前記二次元領域に
ついての前記超音波走査とを、一連の走査シーケンスにおいて同一の超音波プローブを用
いて実行することを特徴とする請求項１又は２記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記画像取得手段は、前記三次元領域についての前記超音波走査と、前記二次元領域に
ついての前記超音波走査とを、一連の走査シーケンスにおいて異なる超音波プローブを用
いて実行することを特徴とする請求項１又は２記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記少なくとも一つ以上の二次元画像を用いて、心臓に関する計測処理を実行する計測
手段をさらに具備することを特徴とする請求項１乃至４のうちいずれか一項記載の超音波
診断装置。
【請求項６】
　前記断面検出手段は、前記心臓の少なくとも一つの所定の基準断面として、左室の四腔
断層、二腔断層、三腔断層、短軸断層のうちのいずれかを検出することを特徴とする請求
項１乃至５のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記表示手段は、前記少なくとも一つ以上の二次元画像と前記ＭＰＲ画像とを同時に表
示することを特徴とする請求項１乃至５のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　被検体の心臓の少なくとも一部を含む三次元領域について超音波走査を実行することで
取得された少なくとも一つのボリュームデータを用いて検出されるＭＰＲ位置であって、
心臓の少なくとも一つの所定の基準断面に対応するＭＰＲ位置を基準とする前記被検体内
の二次元領域について取得された、少なくとも一つ以上の二次元画像を記憶する記憶手段
と、
　前記少なくとも一つ以上の二次元画像を表示する表示手段と、
　前記表示された少なくとも一つ以上の二次元画像を用いて、心臓に関する計測処理を実
行する計測手段と、
　を具備することを特徴とする超音波画像処理装置。
【請求項９】
　被検体内の二次元又は三次元領域について超音波走査を実行する超音波診断装置に内蔵
されるコンピュータに、
　前記被検体の心臓の少なくとも一部を含む三次元領域について超音波走査を実行するこ
とで取得された少なくとも一つのボリュームデータを用いて、心臓の少なくとも一つの所



(3) JP 2011-72656 A 2011.4.14

10

20

30

40

50

定の基準断面に対応するＭＰＲ位置を検出させる断面検出機能と、
　前記ＭＰＲ位置に対応するＭＰＲ画像を生成させる画像生成機能と、
　前記ＭＰＲ画像を表示させる表示機能と、
　前記ＭＰＲ位置を基準とする前記被検体内の二次元領域について超音波走査を実行させ
、前記二次元領域に関して少なくとも一つ以上の二次元画像を取得させる画像取得機能と
、
　を実現することを特徴とする超音波診断装置制御プログラム。
【請求項１０】
　コンピュータに、
　被検体の心臓の少なくとも一部を含む三次元領域について超音波走査を実行することで
取得された少なくとも一つのボリュームデータを用いて検出されるＭＰＲ位置であって、
心臓の少なくとも一つの所定の基準断面に対応するＭＰＲ位置を基準とする前記被検体内
の二次元領域について取得された、少なくとも一つ以上の二次元画像を表示させる表示機
能と、
　前記少なくとも一つ以上の二次元画像を用いて、心臓に関する計測処理を実行させる計
測機能と、
　を実現することを特徴とする超音波画像処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば超音波による心臓の四次元走査（リアルタイム三次元走査）中に、自
動的に基準となる四腔像等のＭＰＲ画像を検出して表示し、その後二次元走査に移行する
ことで、熟練者でなくても正確な基準断面の描出等を容易にする超音波診断装置、超音波
画像処理装置及び超音波診断装置制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　心筋等の生体組織に関して、その機能を客観的かつ定量的に評価することは、その組織
の診断にとって非常に重要である。超音波診断装置ならびに超音波画像処理装置による心
臓のルーティン検査では、二次元走査で心尖長軸像（Ａ４Ｃ（長軸四腔像）やＡ２Ｃ（長
軸二腔像）等）を描出して得られた二次元画像を用いたmodified-simpson法による容積計
測や、短軸像（ＳＡＸ）を抽出して得られた二次元画像を用いた内径短縮率（％ＦＳ）や
壁厚の計測が行われている。
【０００３】
　また、最近の三次元超音波診断装置では、三次元的に超音波ビームを走査することで三
次元の超音波画像をリアルタイム収集、表示することを可能にしている（例えば特許文献
１参照）。さらに、収集した三次元画像データから任意の断面（ＭＰＲ）画像を作成して
表示することも実現されている（例えば特許文献２参照）。そしてこのＭＰＲ画像を用い
て上述した従来と同様の各種計測が可能となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３８７８３４３号公報
【特許文献２】特開２００９－７２５９３号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Lu et al.; IEEE ISBI 2008, 1279-1282
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来の超音波診断装置及び超音波画像処理装置を用いて心臓の各種計測
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処理を行う場合には、例えば次のような問題がある。
【０００７】
　すなわち、二次元走査を用いて心尖近傍の断面を心尖長軸像で描出すると、実際の心尖
位置が走査断面内に含まれていなくても、あたかも心尖部を描出できているように見える
。このため、走査断面の正確な位置を把握することが困難となり、心尖部を正しく捉えら
れないことが多い。また、正確な中心軸を通る同じ長軸像を誰でもが再現性良く得ること
も困難となる。その結果、長軸長を過小に評価することで計測される容積が過小評価され
るケースが増える。また、描出画像に対する心尖部の位置について検者間で認識が異なる
と、容積やＥＦ等の計測値がばらつくことになる。
【０００８】
　一方、三次元走査を用いて心尖近傍の断面を心尖長軸像で描出する場合には、比較的容
易に心尖部を含む心尖長軸のＭＰＲ画像を得ることができるようになる。しかしながら、
今度は空間分解能や時間分解能が二次元走査よりも劣る。その結果、空間分解能の制約に
より相対的に内膜位置がにじみ、内腔の位置を実際よりも内側へ認識することで容積が過
小評価される。また、時間分解能の制約は相対的に計測時相のばらつき増加を生じ、計測
結果の再現性を低下させてしまう。
【０００９】
　本発明は、上記事情を鑑みてなされたもので、心臓の検査に必要となる正確な二次元走
査による基準断面の描出を熟練者でなくても容易とし、基準断面を用いた診断の精度や再
現性を高めることが可能な、超音波診断装置、超音波画像処理装置、超音波診断装置制御
プログラム及び超音波画像処理プログラムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、上記目的を達成するため、次のような手段を講じている。
【００１１】
　請求項１に記載の発明は、被検体内の二次元又は三次元領域について超音波走査を実行
する超音波診断装置において、前記被検体の心臓の少なくとも一部を含む三次元領域につ
いて超音波走査を実行することで取得された少なくとも一つのボリュームデータを用いて
、心臓の少なくとも一つの所定の基準断面に対応するＭＰＲ位置を検出する断面検出手段
と、前記ＭＰＲ位置に対応するＭＰＲ画像を生成する画像生成手段と、前記ＭＰＲ画像を
表示する表示手段と、前記ＭＰＲ位置を基準とする前記被検体内の二次元領域について超
音波走査を実行し、前記二次元領域に関して少なくとも一つ以上の二次元画像を取得する
画像取得手段と、を具備することを特徴とする超音波診断装置である。
【００１２】
　請求項８に記載の発明は、被検体の心臓の少なくとも一部を含む三次元領域について超
音波走査を実行することで取得された少なくとも一つのボリュームデータを用いて検出さ
れるＭＰＲ位置であって、心臓の少なくとも一つの所定の基準断面に対応するＭＰＲ位置
を基準とする前記被検体内の二次元領域について取得された、少なくとも一つ以上の二次
元画像を記憶する記憶手段と、前記少なくとも一つ以上の二次元画像を表示する表示手段
と、前記表示された少なくとも一つ以上の二次元画像を用いて、心臓に関する計測処理を
実行する計測手段と、を具備することを特徴とする超音波画像処理装置である。
【００１３】
　請求項９に記載の発明は、被検体内の二次元又は三次元領域について超音波走査を実行
する超音波診断装置に内蔵されるコンピュータに、前記被検体の心臓の少なくとも一部を
含む三次元領域について超音波走査を実行することで取得された少なくとも一つのボリュ
ームデータを用いて、心臓の少なくとも一つの所定の基準断面に対応するＭＰＲ位置を検
出させる断面検出機能と、前記ＭＰＲ位置に対応するＭＰＲ画像を生成させる画像生成機
能と、前記ＭＰＲ画像を表示させる表示機能と、前記ＭＰＲ位置を基準とする前記被検体
内の二次元領域について超音波走査を実行させ、前記二次元領域に関して少なくとも一つ
以上の二次元画像を取得させる画像取得機能と、を実現することを特徴とする超音波診断
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装置制御プログラムである。
【００１４】
　請求項１０に記載の発明は、コンピュータに、被検体の心臓の少なくとも一部を含む三
次元領域について超音波走査を実行することで取得された少なくとも一つのボリュームデ
ータを用いて検出されるＭＰＲ位置であって、心臓の少なくとも一つの所定の基準断面に
対応するＭＰＲ位置を基準とする前記被検体内の二次元領域について取得された、少なく
とも一つ以上の二次元画像を表示させる表示機能と、前記少なくとも一つ以上の二次元画
像を用いて、心臓に関する計測処理を実行させる計測機能と、を実現することを特徴とす
る超音波画像処理プログラムである。
【発明の効果】
【００１５】
　以上本発明によれば、心臓の検査に必要となる正確な二次元走査による基準断面の描出
を熟練者でなくても容易とし、基準断面を用いた診断の精度や再現性を高めることが可能
な、超音波診断装置、超音波画像処理装置、超音波診断装置制御プログラム及び超音波画
像処理プログラムを実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、本発明の第１の実施形態に係る超音波診断装置１の構成図である。
【図２】図２は、一連の走査シーケンスに従う、第１の実施形態に係る心臓検査支援処理
の流れを示したフローチャートである。
【図３】図３は、自動検出された基準断面に対応する各ＭＰＲ画像の表示形態の一例を示
した図である。
【図４】図４は、基準断面に対応する二次元画像（カレント画像）と基準断面に対応する
ＭＰＲ画像（リファレンス画像）とを同時に表示する場合の一例を示した図である。
【図５】図５は、一連の走査シーケンスに従う、第２の実施形態に係る心臓検査支援処理
の流れを示したフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態を図面に従って説明する。以下の説明において、略同一の機能
及び構成を有する構成要素については、同一符号を付し、重複説明は必要な場合にのみ行
う。
【００１８】
　（第１の実施形態）
　図１は、本実施形態に係る超音波診断装置１の構成図である。本超音波診断装置１は、
超音波プローブ１１、送信ユニット１３及び受信ユニット１５を有する送受信ユニット１
２、Ｂモード処理ユニット１７、画像処理ユニット１９、記憶装置２２を有する画像制御
ユニット２１、表示ユニット２３、計測処理ユニット２５、送受信制御ユニット３１、操
作ユニット３３を具備している。なお、本発明を超音波画像処理装置に適用する場合には
、例えば図１の点線内がその構成要素となる。
【００１９】
　超音波プローブ１１は、送信ユニット１３からの駆動信号に基づき超音波を発生し、被
検体からの反射波を電気信号に変換する複数の超音波振動子、当該超音波振動子に設けら
れる整合層、当該超音波振動子から後方への超音波の伝播を防止するバッキング材等を有
している。当該超音波プローブ１１から被検体に送信された超音波は、体内組織の音響イ
ンピーダンスの境界、微小散乱等により後方散乱され、反射波（エコー）として超音波プ
ローブ１１に受信される。
【００２０】
　なお、本実施形態における超音波プローブ１１は、超音波振動子が二次元マトリックス
状に配列され、二次元領域及び三次元領域を超音波走査可能な二次元アレイプローブであ
るとする。
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【００２１】
　送信ユニット１３は、図示しない遅延回路およびパルサ回路等を有している。パルサ回
路では、所定のレート周波数ｆｒ　Ｈｚ（周期；１／ｆｒ秒）で、送信超音波を形成する
ためのレートパルスが繰り返し発生される。また、遅延回路では、チャンネル毎に超音波
をビーム状に集束し且つ送信指向性を決定するのに必要な遅延時間が、各レートパルスに
与えられる。送信ユニット１３は、このレートパルスに基づくタイミングで、所定のスキ
ャンラインに向けて超音波ビームが形成されるように振動子毎に駆動パルスを印加する。
【００２２】
　受信ユニット１５は、図示していないアンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、加算器等を有してい
る。アンプ回路では、プローブ１１を介して取り込まれたエコー信号をチャンネル毎に増
幅する。Ａ／Ｄ変換器では、増幅されたエコー信号に対し受信指向性を決定するのに必要
な遅延時間を与え、その後加算器において加算処理を行う。この加算により、所定のスキ
ャンラインに対応した超音波エコー信号を生成する。
【００２３】
　Ｂモード処理ユニット１７は、受信ユニット１５から受け取った超音波エコー信号に対
して包絡線検波処理を施すことにより、超音波エコーの振幅強度に対応したＢモード信号
を生成する。
【００２４】
　画像処理ユニット１９は、Ｂモード信号の所定断層に係る二次元分布或いは所定領域に
関する三次元分布を用いて、Ｂモードによる二次元超音波画像或いは三次元超音波画像を
生成する。また、画像生成ユニット１９は、ボリュームデータを用いて、所望の基準断面
に対応するＭＰＲ位置の設定、当該ＭＰＲ位置に対応するＭＰＲ画像の生成等を実行する
。
【００２５】
　画像制御ユニット２１は、情報処理装置（計算機）としての機能を持つ。特に、画像制
御ユニット２１は、記憶装置２１に記憶された専用プログラムを展開することで、後述す
る心臓検査支援機能に従う処理（心臓検査支援処理）に関する制御等を実行する。
【００２６】
　表示部２３は、画像生成ユニット２１からのビデオ信号に基づいて超音波画像や所定の
操作画面等を表示する。
【００２７】
　計測処理ユニット２５は、取得された超音波画像やボリュームデータを用いて、容積や
内径短縮率等の計測、評価を実行する。
【００２８】
　操作ユニット３３は、装置本体に接続され、オペレータからの各種指示、関心領域（Ｒ
ＯＩ）の設定指示、画面（画像）フリーズ指示、種々の画質条件設定指示、任意の組織運
動情報の選択等を行うためのマウスやトラックボール、モード切替スイッチ、キーボード
等を有している。
【００２９】
　（心臓検査支援機能）
　次に、本超音波診断装置１が具備する心臓検査支援機能について説明する。この機能は
、超音波診断装置を用いた心臓検査において、三次元超音波走査によって得られるボリュ
ームデータに対して、心臓の基準断面位置に対応する自動的なＭＰＲ位置を設定すると共
に、当該ＭＰＲ位置に対応する理想的なＭＰＲ画像を表示し、その後、超音波走査領域を
、設定された理想的なＭＰＲ位置に対応する被検体内断面（ＭＰＲ位置に最寄りの被検体
内断面、或いはＭＰＲ位置と実質的に同一の被検体内断面）に自動的に切り替えるもので
ある。この機能により、三次元超音波走査によって理想的なＭＰＲ画像が得られている状
態（ユーザが二次元アレイプローブの位置を保持したままの状態）で、超音波走査領域は
三次元領域から二次元領域に自動的に切り換わることになる。従って、心臓の検査に必要
となる正確な二次元走査による基準断面の描出を熟練者でなくても容易とし、基準断面を
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用いた診断の精度や再現性を高めることができる。
【００３０】
　なお、本実施形態では、説明を具体的にするため、診断対象が心臓である場合の運動情
報生成機能を例とする。しかしながら、本運動情報生成機能の適用対象は、心臓に限定さ
れず、超音波診断の際に基準断面が存在する組織であれば、どの様な部位であってもよい
。この様な診断対象の例としては、例えば頚動脈や胎児を挙げることができる。
【００３１】
　図２は、一連の走査シーケンスに従う、第１の実施形態に係る心臓検査支援処理の流れ
を示したフローチャートである。以下、図２のフローチャートの各処理の内容について説
明する。
【００３２】
　［患者情報、送受信条件等の入力受：ステップＳ１］
　操作ユニット３３を介して患者情報、送受信条件（画角、焦点位置、送信電圧等）等が
入力される。入力された各種情報・条件は、自動的に記憶装置２２に記憶される（ステッ
プＳ１）。
【００３３】
　［心臓を含む領域を三次元走査：ステップＳ２］
　次に、送受信制御ユニット３１は、被検者の心臓を含む三次元領域を被走査領域として
、リアルタイム三次元超音波走査を実行する（ステップＳ２）。具体的には、例えば被検
体に関する心臓の所望の観察部位を、ある時刻ｔｉを基準（初期時相）として、心尖アプ
ローチから二次元アレイプローブを用いて、時系列（少なくとも１心拍分）のボリューム
データを収集する。
【００３４】
　［心臓の基準断面に対応するＭＰＲ位置の自動検出：ステップＳ３］
　画像処理ユニット１９は、得られた心臓のボリュームデータの少なくとも一つに対して
、少なくとも一つの心臓の基準断面に関する（対応する）ＭＰＲ位置を自動的に検出する
（ステップＳ３）。この断面の自動検出技術としては、例えば特開２００９－７２５９３
号公報、非特許文献３に開示されている手法（「Ａｕｔｏ－ＭＰＲ」と称する）を採用す
ることができる。また、心臓の基準断面としては、所望の規格（基準）に従う、中心軸に
対する回転角の異なる長軸像（Ａ４Ｃ、Ａ２Ｃ、Ａ３Ｃ）や、レベルの異なる短軸像（Ｓ
ＡＸＡ、ＳＡＸＭ、ＳＡＸＢ）を挙げることができる。本ステップにおいては、これらの
基準断面に対応するボリュームデータ上のＭＰＲ位置を、Ａｕｔｏ－ＭＰＲにより同時に
検出する。
【００３５】
　なお、本ステップにおいては、基準断面として、心尖部アプローチによるＡ４Ｃ断面や
Ａ２Ｃ断面を選択するのが好適である。適切な心尖部アプローチによる三次元走査で得ら
れたボリュームデータの中には心尖位置が含まれている。このため、ユーザは超音波プロ
ーブ１１の保持位置や向きを微調しつつＡｕｔｏ－ＭＰＲにて検出された基準断面に対応
するＭＰＲ位置を確認することで、心尖位置を通ったＭＰＲによるＡ４Ｃ像やＡ２Ｃ像を
「確かに心尖位置を含んでいる」との認識の下に再現性良く抽出することが可能となるか
らである。
【００３６】
　［検出されたＭＰＲ位置に関するＭＰＲ画像の生成・表示・記憶：ステップＳ４、Ｓ５
］
　画像処理ユニット１９は、各ボリュームデータ上で自動検出されたＭＰＲ位置に関する
ＭＰＲ画像を生成する（ステップＳ４）。ここでは、長軸像としてＡ４Ｃ像及びＡ２Ｃ像
の２画像が、レベルの異なる短軸像としてＳＡＸＡ像、ＳＡＸＭ像、ＳＡＸＢ像の３画像
が、それぞれ生成されるものとする。生成された各ＭＰＲ画像は、リファレンス画像とし
て、例えば図３に示す形態にて表示ユニット２３に自動的に逐次表示される。また、表示
された各ＭＰＲ画像は、記憶装置２２に自動的に逐次記憶される（ステップＳ５）。
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【００３７】
　［二次元走査への切替・二次元画像の取得：ステップＳ６、ステップＳ７］
　送受信制御ユニット３１は、例えば操作ユニット３３からの所定操作（例えば走査次元
切換操作）に応答して、被走査領域を心臓を含む三次元領域から自動検出されたＭＰＲ位
置のいずれかに対応する被検体内断面（ＭＰＲ位置に最寄りの被検体内断面、或いはＭＰ
Ｒ位置と実質的に同一の被検体内断面）に自動的に切り替える（ステップＳ６）。切替後
、ＭＰＲ位置に対応する被検体内断面に関する二次元画像（カレント画像）が逐次取得さ
れ、表示ユニット２３にリアルタイムで表示される（ステップＳ７）。
【００３８】
　なお、カレント画像は、当該カレント画像に対応する被検体内断面を決定する際に参照
されたリファレンス画像（すなわち、Ａ４Ｃ像、Ａ２Ｃ像等のＭＰＲ画像）と同時に表示
される。この際、カレント画像とリファレンス画像とは、例えば図４に示すように並べて
表示するのが好ましい。
【００３９】
　また、上記リファレンス画像として表示される各ＭＰＲ画像は、超音波走査を三次元か
ら二次元に切り換えた時点に対応するものが、理想的であると考えられる。従って、三次
元走査時のＭＰＲ画像をレトロスペクティブ（retrospective）に記憶しておき、超音波
走査を三次元から二次元に切り換えた時点でのＭＰＲ画像を読み出して表示するのが好適
である。このリファレンス画像としてのＭＰＲ画像は、拡張末期や収縮末期といった所定
の心時相における静止画であっても良いし、少なくとも１心拍以上の動画像を表示しても
良い。
【００４０】
　また、リファレンス画像とカレント画像との組合せとしては、例えば共に同じ断面に対
応する画像（Ａ４Ｃ像等）を１断面のみ表示するのが一例である。しかしながら、リファ
レンス画像とカレント画像との組合せ当該例に拘泥されない。例えば、二次元アレイプロ
ーブでは複数断面を概同時に走査可能であるため、２種類の断面に対応する画像（例えば
Ａ４Ｃ像、Ａ２Ｃ像等）、又は三種類の断面に対応する画像（例えばＡ４Ｃ像、Ａ２Ｃ像
、Ａ３Ｃ像等）を同時に表示する例もある。さらに、リファレンス画像を、カレント画像
と同じ断面を含む複数種類の断面に対応する複数の画像とする構成、或いは、カレント画
像を、一つのリファレンス画像と同じ断面を含む複数種類の断面に対応する複数の画像と
する構成としてもよい。
【００４１】
　［プローブ保持位置の微調整、所望断面に関する二次元画像取得：ステップＳ８、Ｓ９
］
　ユーザは、表示ユニット２３に表示されたカレント画像及びリファレンス画像を観察し
ながら、超音波プローブ１１の保持位置を微調し（ステップＳ８）、所望の断面に関する
二次元画像が取得された時点で所定の操作（例えばフリーズ操作）をすることで、当該二
次元画像を表示ユニット２３にフリーズ表示すると共に記憶装置２２に記憶する（ステッ
プＳ９）。
【００４２】
　なお、例えば計測に必要な二次元画像の収集後には、必要に応じて、設定或いはマニュ
アル操作によりリファレンス画像を非表示にしても勿論かまわない。
【００４３】
　［計測処理：ステップＳ１０］
　計測処理ユニット２５は、ステップＳ９において取得された、正確な基準断面に関わる
二次元画像を用いて、所定の計測処理（例えばmodified-simpson法による容積計測処理）
を実行する（ステップＳ１０）。なお、本実施例での最後の計測は、診断装置上で実施す
るのが好適である。しかしながら、当該例に拘泥されず、例えば、診断装置で収集された
二次元画像データを画像処理用のワークステーション等の解析ビューワ（Ｖｉｅｗｅｒ）
へネットワーク等を介して転送し、この解析ビューワにおいて計測処理を実行するように
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してもよい。
【００４４】
　［変形例］
　上述では、三次元走査に基づく複数の基準断面のＭＰＲ画像表示から、当該基準断面の
いずれかに対応する二次元領域を超音波走査し二次元画像（カレント画像）表示に切り換
える際、リファレンス画像として基準断面のＭＰＲ画像をカレント画像と同時に表示する
場合を説明した。しかしながら、当該例に拘泥されず、例えばリファレンス像を表示せず
に、超音波走査領域を三次元領域から二次元領域に切り替えた後は、二次元画像（カレン
ト画像）のみを表示するようにしてもよい。この様な構成であっても、理想的な基準断面
のＭＰＲ画像が得られている状態（表示されている状態）で、ユーザが二次元アレイプロ
ーブの位置を保持したまま、超音波走査領域を三次元領域から二次元領域に切り替えるこ
とで、基準断面のいずれかに対応する二次元画像を取得することができ、本心臓検査支援
機能の基本的な作用は維持されるからである。
【００４５】
　（効果）
　以上述べた本超音波診断装置によれば、心臓検査において、三次元超音波走査によって
得られるボリュームデータに対して、心臓の基準断面位置に対応する理想的なＭＰＲ位置
を設定し、当該設定されたＭＰＲ位置に対応する理想的なＭＰＲ画像を容易且つ迅速に取
得することができる。また、この三次元超音波走査によって理想的なＭＰＲ画像が得られ
ている状態（ユーザが二次元アレイプローブの位置を保持したままの状態）で、超音波走
査領域を三次元領域から二次元領域に自動的に切り換えて、理想的なＭＰＲ位置に対応す
る被検体内断面（ＭＰＲ位置に最寄りの被検体内断面、或いはＭＰＲ位置と実質的に同一
の被検体内断面）を正確に二次元走査することができる。
【００４６】
　従って、ボリュームデータ由来のＭＰＲ画像を視認することができるので、例えば心尖
部を含む心長軸のＭＰＲ画像等を、熟練者でなくても容易かつ安定的に描出させることが
できる。また、理想的なＭＰＲ位置に対応する被検体内の二次元領域について、高い空間
分解能及び時間分解能で超音波画像撮像を行うことができるため、診断に必要な計測の精
度が向上させることができる。その結果、心臓の検査に必要となる正確な二次元走査によ
る基準断面の描出を熟練者でなくても容易とし、基準断面を用いた診断の精度や再現性を
高めることができる。
【００４７】
　（第２の実施形態）
　次に、第２の実施形態に係る超音波診断装置１について説明する。本実施形態に係る超
音波診断装置１は、三次元超音波走査によって得られる三次元画像を参照しながら、所望
する心臓の基準断面位置に対応するＭＰＲ位置をボリュームデータ上に設定した後、二次
元アレイプローブから一次元アレイプローブに持ち替えて、超音波走査領域を三次元領域
から二次元領域に切り替えることで、第１の実施形態と実質的に同一の心臓検査支援機能
を実現するものである。
【００４８】
　図５は、一連の走査シーケンスに従う、本実施形態に係る心臓検査支援処理の流れを示
したフローチャートである。以下、図５のフローチャートの各処理の内容について説明す
る。
【００４９】
　［患者情報、送受信条件等の入力受：ステップＳ１１］
　第１の実施形態と同様に、操作ユニット３３を介して患者情報、送受信条件（画角、焦
点位置、送信電圧等）等が入力される。入力された各種情報・条件は、自動的に記憶装置
２２に記憶される（ステップＳ１１）。
【００５０】
　［心臓を含む領域を三次元走査：ステップＳ１２］
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　第１の実施形態と同様に、送受信制御ユニット３１は、被検者の心臓を含む三次元領域
を被走査領域として、リアルタイム三次元超音波走査を実行する（ステップＳ１２）。
【００５１】
　［心臓の基準断面に対応するＭＰＲ位置の自動検出：ステップＳ１３］
　第１の実施形態と同様に、画像処理ユニット１９は、得られた心臓のボリュームデータ
の少なくとも一つに対して、心臓の少なくとも一つの基準断面に関する（対応する）ＭＰ
Ｒ位置を自動的に検出する（ステップＳ１３）。
【００５２】
　［ＭＰＲ位置に関するＭＰＲ画像の生成・表示・記憶：ステップＳ１４、Ｓ１５］
　第１の実施形態と同様に、画像処理ユニット１９は、各ボリュームデータ上で自動検出
されたＭＰＲ位置に関するＭＰＲ画像を生成する（ステップＳ１４）。生成されたＭＰＲ
画像は、逐次表示ユニット２３にリアルタイムで表示される。また、表示されたＭＰＲ画
像は、操作ユニット３３からの所定操作（例えばフリーズ操作）に応答して、表示ユニッ
ト２３に静止画表示されると共に、リファレンス画像として記憶装置２２に自動的に記憶
される（ステップＳ１５）。
【００５３】
　［二次元走査への切替・二次元画像の取得：ステップＳ１６、ステップＳ１７］
　その後、ユーザは、超音波プローブを二次元アレイプローブから一次元アレイプローブ
に持ち替える。送受信制御ユニット３１は、例えば操作ユニット３３からの所定操作（例
えば超音波プローブの切換ボタンに応答して、二次元領域の走査を行う（ステップＳ１６
）。切替後、ＭＰＲ位置に対応する被検体内断面に関する二次元画像（カレント画像）が
逐次取得される。取得された二次元画像は、ステップＳ１５において記憶されたＭＰＲ画
像（リファレンス画像）と同時に、表示ユニット２３にリアルタイム表示される（図３参
照）。ユーザは、表示されたリファレンス画像を参照しながらプローブの保持位置を調整
し、当該リファレンス画像に充分近い（実質的に同一の）二次元画像が得られた時点で、
フリーズボタンを押下する。画像制御ユニット２１は、フリーズボタンが押下られた時点
の二次元画像を、記憶装置２２に記憶する（ステップＳ１７）。
【００５４】
　［計測処理：ステップＳ１８］
　第１の実施形態と同様に、計測処理ユニット２５は、ステップＳ１７において取得され
た、正確な基準断面に関わる二次元画像を用いて、所定の計測処理を実行する（ステップ
Ｓ１８）。
【００５５】
　以上述べた本超音波診断装置によれば、心臓検査において、三次元超音波走査によって
得られるボリュームデータに対して、心臓の基準断面位置に対応するＭＰＲ位置を設定し
、理想的なＭＰＲ位置に対応するＭＰＲ画像を容易且つ迅速に取得することができる。ま
た、この三次元超音波走査によって理想的なＭＰＲ画像がリファレンス画像として表示さ
れている状態で二次元アレイプローブから一次元アレイプローブに持ち替えて、超音波走
査領域を三次元領域から二次元領域に切り替える。切替後は、一次元アレイプローブを介
してリアルタイムで取得される二次元画像（カレント画像）とリファレンス画像とが同時
に並べて表示される。ユーザは、リファレンス画像とカレント画像とを見比べながら、一
次元アレイプローブの位置や方向を微調し、リファレンス画像と実質的に同じとなるカレ
ント画像を取得することができる。従って、第１の実施形態と実質的に同様の効果を実現
することができる。
【００５６】
　本実施形態では、超音波プローブを切り換える作業に伴い、ＭＰＲ画像と同一の断面を
描出する容易さや、再現性の程度が第１の実施形態の場合よりも低下する。一方で、二次
元アレイプローブによる二次元走査画像よりも一次元アレイプローブによる二次元走査画
像の方が一般的に高画質であるため、相対的に更に高画質な二次元画像が最終的に得られ
るという利点を有する。
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【００５７】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。具体的な変形例としては、例え
ば次のようなものがある。
【００５８】
　（１）本実施形態に係る各機能は、当該処理を実行するプログラムをワークステーショ
ン等のコンピュータにインストールし、これらをメモリ上で展開することによっても実現
することができる。このとき、コンピュータに当該手法を実行させることのできるプログ
ラムは、磁気ディスク（フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスクなど）、光デ
ィスク（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤなど）、半導体メモリなどの記録媒体に格納して頒布する
ことも可能である。
【００５９】
　（２）上記各実施形態においては、正確な基準断面に関わる二次元画像を用いて、所定
の計測処理を実行した。しかしながら、当該例に拘泥されず、必要に応じて所望の時相に
おけるＭＰＲ画像を用いて計測処理を実行してもよい。
【００６０】
　また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々
の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削
除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　以上本発明によれば、心臓の検査に必要となる正確な二次元走査による基準断面の描出
を熟練者でなくても容易とし、基準断面を用いた診断の精度や再現性を高めることが可能
な、超音波診断装置、超音波画像処理装置及び超音波診断装置制御プログラムを実現する
ことができる。
【符号の説明】
【００６２】
１…超音波診断装置、１１…超音波プローブ、１３…送信ユニット、１５…受信ユニット
、１７…Ｂモード処理ユニット、１９…移動ベクトル処理ユニット、２１…画像生成ユニ
ット、２３…表示ユニット、３１…制御ユニット（ＣＰＵ）、３７…運動情報演算ユニッ
ト、３９…記憶ユニット、４１…操作ユニット、４３…送受信ユニット
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摘要(译)

要解决的问题：提供超声诊断设备，使用参考横截面提高诊断准确性和
再现性，即使是不熟练的人也可以通过心脏测试所需的正确二维扫描轻
松绘制参考横截面，以及还提供超声波图像处理装置和超声波诊断设备
控制程序。解决方案：超声波诊断设备通过设置体积数据，容易且快速
地获取与理想MPR位置对应的MPR图像，MPR位置对应于所需参考值心
脏的横截面位置，同时指的是在心脏测试中通过三维超声扫描获得的三
维图像。在通过三维超声波扫描获取理想MPR图像的状态下，超声波扫
描区域从三维区域自动地转换为二维区域，从而执行二维扫描，其中超
声波扫描区域被定义为对应于设定的MPR位置的对象内部的横截面（最
靠近MPR位置的对象内部的横截面或对象内部的横截面与MPR位置基本
相同）。
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